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２
月
16
日
〜
３
月
15
日

税
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

市
民
税
課　

７
７
５-
５
１
３
１
・
５
１
３
２

 　
　
　
　
　
　

７
７
５-

９
８
４
６

　

市
・
県
民
税（
住
民
税
）、
所
得
税
の
申

告
受
付
期
間
は
２
月
16
日（
水
）〜
３
月
15

日（
火
）で
す
。

申
告
は
各
種
証
明
の
基
礎
資
料
に

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
保
育
所
入

所
、
公
営
住
宅
入
居
な
ど
の
申
請
に
必
要

な
所
得
証
明
書
、
ま
た
は
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
判
定
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
な

ど
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
1
月
１
日
現
在
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
は
、
次
の
①
〜
④
の
場
合
を
除

い
て
申
告
が
必
要
で
す
。
収
入
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告

し
な
い
と
、
所
得
証
明
書
な
ど
が
発
行
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告（
還
付
申
告
を
含

む
）を
し
た

②
前
年
中
の
収
入
が
１
カ
所
の
勤
務
先
か

ら
の
給
与
だ
け
で
、
そ
の
勤
務
先
か
ら
市

へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

※
提
出
の
有
無
は
勤
務
先
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

③
前
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
等
だ
け
で

あ
る

④
市
内
に
住
む
親
族
の
税
金
上
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る

※
こ
れ
ら
の
場
合
で
も
配
偶
者
控
除
、
扶

養
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

を
受
け
る
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
申
告
会
場

　

申
告
の
受
け
付
け
は
、
下
表
の
と
お
り

住
所
地
別
に
会
場
を
設
け
て
行
う
た
め
、

指
定
の
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
受

付
時
間
は
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30

分
で
す
。

　

市
民
税
課
、
各
支
所
・
出
張
所
で
は
、

土
・
日
曜
日
を
含
め
て
申
告
の
受
け
付
け

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

●
申
告
に
用
意
す
る
も
の

　

申
告
書
と
印
鑑
の
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
合
に
応
じ
て
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
市
・
県
民
税
申
告
書

②
収
入
金
額
や
経
費
が
分
か
る
も
の

給
与
所
得
者
／
源
泉
徴
収
票　

事
業
所
得
者
／
所
得
の
計
算
の
基
に
な

る
事
業
の
収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記

載
し
た
書
類

③
各
種
の
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の（
平

成
22
年
１
〜
12
月
に
支
払
っ
た
も
の
）

保
険
料
控
除
／
社
会
保
険
料（
健
康
保

険
、
国
民
年
金
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
、
介
護
保
険
な
ど
）、
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
、
長
期
損
害
保
険
料（
平

成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
契
約
し
た
も

の
）な
ど
の
支
払
金
額
を
証
明
で
き
る

書
類（
控
除
証
明
書
な
ど
）　

医
療
費
控
除
／
医
療
機
関
に
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書
と
、
健
康
保
険
組

合
・
生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
補ほ

填て
ん

さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
書
類　

※
支

払
っ
た
医
療
費
や
補
填
金
額
は
、
あ
ら

か
じ
め
医
療
を
受
け
た
個
人
ご
と
医

療
機
関
ご
と
に
集
計
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

配
偶
者
特
別
控
除
／
配
偶
者
の
所
得

が
証
明
で
き
る
書
類（
源
泉
徴
収
票
な

ど
）　

障
害
者
控
除
／
身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
、

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書　

勤
労
学
生
控
除
／
学
生
証
ま
た
は
在
学

証
明
書

市・　
県民税

問い合わせ
市民税課

（市役所2階）
775‒5131
･  775‒5132

【表】市・県民税申告受付会場
と　き ところ 対　象　地　区

2月

16日（水）
文化センター3階

緑丘、上町、仲町
17日（木） 宮本町、愛宕、栄町、日の出、谷津
18日（金） 東町、本町、原市（1316～1440番地）
21日（月）

大石公民館
中妻、浅間台、弁財、井戸木、泉台

22日（火） 小泉、中分、藤波、小敷谷（西上尾第一・
第二団地を除く）、畔吉、領家

23日（水）

原市公民館

原市（1316～1440番地と原市団地を除く）

24日（木） 五番町、原市中一・三丁目、原市北一丁
目、原市団地

25日（金） 瓦葺、尾山台団地

3月

1日（火）平方支所 平方地区
2日（水）

市民体育館 ※1
西上尾第一団地

3日（木） 西上尾第二団地
4日（金） 壱丁目、今泉、向山、川

8日（火）大谷公民館 地頭方、大谷本郷、堤崎、中新井、戸崎、
西宮下

9日（水）尾山台出張所 ※2 瓦葺、尾山台団地
10日（木）上平公民館 上平地区
14日（月）

文化センター3階
春日、柏座、原新町

15日（火） 富士見、上尾宿、上尾村、二ツ宮、上尾
下

※１　3月2～4日の市民体育館で申告の際には、スリッパか上履きを用意
してください。
※2　3月9日の尾山台出張所は、会場に限りがあるため混雑が予想されま
す。できるだけ2月25日の原市公民館での受け付けにご協力ください。
　各会場は毎年、大変混雑します。駐車台数に限りがありますので、公共交
通機関をご利用ください。

　受付時間／午前9時30分～午後3時30分
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※
市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
人
へ
２
月
上
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
民

税
課
、
各
支
所
・
出
張
所
に
あ
る
申
告
書

を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

前
記
上
尾
税
務
署
の
電
話
番
号（
７
７

 

０-

１
８
０
０
）で
は
、
電
話
が
つ
な
が

 

る
と
音
声
案
内
が
流
れ
ま
す
。 

用
件
の

 

内
容
に
応
じ
た
番
号
を
選
ん
で
く
だ
さ

 

い
。

●
申
告
が
必
要
な
人

①
営
業
・
農
業
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

や
、
地
代
や
家
賃
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

で
、
平
成
22
年
中（
１
〜
12
月
）の
所
得
の

合
計
額
が
基
礎
控
除
や
各
種
の
控
除
の
合

計
額
よ
り
多
い
人

②
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
人  

・
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
て

い
る 

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る  

・
給
与
の
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
て
い

る　

な
ど

③
２
カ
所
以
上
か
ら
年
金
を
受
給
し
、
平

成
22
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
基
礎
控
除

や
各
種
の
控
除
の
合
計
額
よ
り
多
い
人

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
が
、
配

当
所
得
が
あ
る
場
合
な
ど
必
要
に
応
じ
て

確
定
申
告
書
の「
住
民
税
・
事
業
税
に
関

す
る
事
項
」欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

●
申
告
に
用
意
す
る
も
の

　

確
定
申
告
書
と
印
鑑
の
他
、
必
要
に
応

じ
て
２
ペ
ー
ジ
の
市
・
県
民
税
の「
申
告

に
用
意
す
る
も
の
」中
の
②
③
を
用
意
し

て
く
だ
さ
い
。
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

場
合
は
、
振
込
先
の
金
融
機
関
名
・
支
店

名
・
口
座
番
号（
申
告
者
名
義
）が
分
か
る

も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
な
ど
の
各
種
様
式
や
手
引

き
な
ど
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http:// w
w
w
.nta.go.jp/

）か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
確
定
申
告
書
、
医
療

費
の
内
訳
書
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

の
計
算
書
な
ど
の
書
類
は
上
尾
税
務
署
の

他
、
市
民
税
課
、
各
支
所
・
出
張
所
に
も

あ
り
ま
す
。

●
申
告
会
場

　

所
得
税
の
確
定
申
告（
青
色
申
告
、
譲

渡
所
得
な
ど
の
申
告
）は
、２
月
16
日（
水
）

か
ら
上
尾
税
務
署
で
受
け
付
け（
郵
送
を

含
む
）ま
す
。
受
付
時
間
は
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
で
す
。
還
付
申
告
を
す
る
人
は

２
月
15
日（
火
）以
前
で
も
申
告
書
を
提
出

で
き
ま
す
。
申
告
書
は
①
郵
便
か
信
書
便

所得税

問い合わせ
上尾税務署
〒362-8504
西門前577
770‒1800

(自動音声案内)

に
よ
る
送
付
②
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱

へ
の
投と
う
か
ん函―

に
よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

　

給
与
収
入
や
年
金
収
入
だ
け
の
人（
Ａ

申
告
書
対
象
者
）は
、
市
・
県
民
税
申
告

会
場（
２
ペ
ー
ジ
表
参
照
）で
も
申
告
で
き

ま
す
。
営
業
・
譲
渡
所
得
な
ど（
Ｂ
申
告

書
や
分
離
課
税
対
象
者
）は
税
務
署
で
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
申
告

書
の
作
成
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
画
面

の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
れ

ば
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
便
利
で

す
。
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
ｅ-

Ｔ
a
　

x（
電

子
申
告
）を
利
用
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

３
月
１
日
か
ら
市
公
共
施
設
予
約

シ
ス
テ
ム
が
新
し
く
な
り
ま
す

Ｉ
Ｔ
推
進
課　

７
７
５-

５
１
１
３

　

７
７
５-

９
９
２
１

２
月
26
日
〜
28
日
は
予
約
停
止

　

現
在
の
市
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
を

３
月
１
日（
火
）か
ら
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に

変
更
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
２
月
26
日（
土
）〜
28
日

（
月
）は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
携
帯
電
話

か
ら
の
予
約
を
停
止
し
ま
す
。
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
施
設
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　上尾税務署では確定申告期間中の平日（月～金曜日）
以外でも、2月20・27日（日）に限り確定申告の相談、
申告書の収受、納付の相談を行います（現金納付の窓
口業務は行いません）。受付時間は午前9時～午後5
時です。当日は混雑が予想されます。駐車台数に限り
がありますので、なるべく公共交通機関をご利用くだ
さい。

上尾税務署
2月20・27日（日）は開庁

N

←桶川 大宮→

ＪＲ高崎線

旧中山道

国道17号

県上尾地方庁舎上尾税務署

久保
交差点

JAあだち野
上平支店

北上尾駅

　ＪＲ北上尾駅東口から徒歩約20分。ＪＲ上尾駅東口から朝日バス
（羽貫駅行き・伊奈学園総合高校行き）で「上平支所前」下車、徒歩3
分。市内循環バス“ぐるっとくん”上平循環・東西循環で「上尾税務
署前」下車

⇨上尾税務署（ 770－1800〈自動音声案内〉）
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子こ

氏
と
稲い
な

和か
ず

男お

氏
を
推
薦
す
る
こ
と
に
異

議
な
き
旨
の
答
申
が
さ
れ
ま
し
た
。

◆

議
長
に
中
村
清
治
氏

　

12
月
17
日
に
議
長
選
挙
が
行
わ
れ
、

中な
か
む
ら村
清せ
い

治じ

氏（
写
真
）が
議
長
に
選
出
さ
れ

ま
し
た
。

●
議
長　

中
村
清
治
氏

　

略
歴
／
文
教
経
済
常
任
委
員
長
、
議
会

運
営
委
員
長
、
決
算
特
別
委
員
長
を
歴

任
。
浅
間
台
在
住
、61
歳
。
当
選
３
回（
新

政
ク
ラ
ブ
）

　

平
成
18
年
３
月
に「
上
尾
市
一
般
廃
棄

物（
ご
み
）処
理
基
本
計
画
」を
、
平
成
27

年
度
を
目
標
年
度
と
し
て
策
定
し
ま
し

た
。
そ
し
て
中
間
年
次
に
当
た
る
本
年
度

見
直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間　

２
月
１
日（
火
）〜
28
日

（
月
）

▼
提
出
方
法　
「
上
尾
市
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）処
理
基
本
計
画（
一
部
改
訂
）（
素
案
）

へ
の
意
見
書
」（
様
式
）に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
、
メ
ー
ル
で
西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

（
〒
３
６
２-

０
０
５
７
西
貝
塚
35-

１
、

s257000@
city.ageo.lg.jp

）へ　

※
電

話
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

▼
基
本
計
画（
素
案
）・
意
見
書
の
設
置
場

所　

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、
各
支
所
・
出

張
所
・
公
民
館　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
意
見
な
ど
の
取
り
扱
い　

内
容
を
検
討

の
上
、
計
画
の
参
考
に
す
る　

※
住
所
、

氏
名
や
個
人
が
特
定
で
き
る
内
容
を
除

き
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

意
見
に
対
し
個
別
に
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

「
災
害
時
に
お
け
る
動
物
救
護
活

動
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

市
民
安
全
課　

７
７
５-

５
１
４
０

　

７
７
５-

９
９
２
７

　

1
月
17
日
、
市
と
一
般
社
団
法
人
上
尾

伊
奈
獣
医
師
協
会
が「
災
害
時
に
お
け
る

動
物
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
市
内
で
災
害
が
発
生

し
、
被
災
動
物
へ
救
護
活
動
が
必
要
で
あ

る
と
判
断
し
た
場
合
に
、
市
が
同
協
会
へ

支
援
を
要
請
し
、
同
協
会
が
適
切
な
応
急

対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
避
難
所
で
の
動
物

救
護
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

協
定
の
内
容
は
負
傷
し
た
動
物
へ
の
獣

医
療
行
為
、
飼
育
者
へ
の
支
援
、
動
物
救

護
所
の
設
置
の
協
力
・
管
理
指
導
、
医
療

施
設
へ
の
転
送
、
飼
い
主
不
明
の
動
物
の

個
体
識
別
補
助
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
災
害
時
の
対
応
と
し
て
、
平
常
時
か

ら
鑑
札
の
装
着
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装

着
、
動
物
の
健
康
管
理
な
ど
を
飼
い
主
へ

啓
発
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度
市
栄
誉
賞
に

井
上
ス
パ
イ
ス
工
業
㈱
が
決
定

秘
書
室　

７
７
５-

３
８
４
９

　

７
７
５-

９
８
６
１

　

本
年
度
の
市
栄
誉
賞
が
井
上
ス
パ
イ
ス

工
業
株
式
会
社
に
決
定
し
、
１
月
４
日
文

化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
平
成
23
年 

新
春
懇
談
会
の
中
で
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
同
社
が「
ス
パ
イ
ス
王
国
・
井
上

ス
パ
イ
ス
」と
し
て
多
数
の
報
道
機
関
に

平
成
22
年
12
月
定
例
市
議
会　

第
５
次
市
総
合
計
画
基
本
構
想
な

ど

の
議
案
を
可
決
・
答
申
・
認
定

庶
務
課　

７
７
５-

４
９
６
３

　

７
７
５-

９
８
１
９

　

平
成
22
年
12
月
定
例
市
議
会
は
、
11
月

30
日
〜
12
月
17
日
の
18
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
ま
し
た
。
こ
の
議
会
で
は
第
５
次
市

総
合
計
画
基
本
構
想
や
、
市
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
に
お
け
る
児
童
の
保
育
時
間
を
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
条
例
改
正
議
案
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
う
ち
市
長
提
出
の
議
案
で
は
、
今

議
会
に
提
出
さ
れ
た
28
議
案
と
諮
問
２
件

が
全
て
原
案
ど
お
り
可
決
ま
た
は
答
申
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
９
月
定
例
市
議
会
に
提

出
さ
れ
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
平
成
21

年
度
決
算
認
定
の
８
議
案
も
、
原
案
の
と

お
り
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

●
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

　

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
に
、
秋あ

き
づ
き月
芳よ
し

「
上
尾
市
一
般
廃
棄
物（
ご
み
）処
理
基
本
計
画（
一
部
改
訂
）」（
素
案
）

へ
の
意
見
を
募
集

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー　

７
８
１-

９
１
４
１

　

７
８
１-

９
１
６
６

協定書に署名をした一般社団法人上尾伊奈獣
医師協会の藤倉会長（左）と島村市長
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取
り
上
げ
ら
れ
た
他
、
ア
レ
ル
ギ
ー
除
去

カ
レ
ー
を
開
発
す
る
な
ど
長
年
に
わ
た
り

健
康
に
留
意
し
た
安
全
な
商
品
開
発
に
取

り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
、
高
く
評
価
さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す（
８
・
９
ペ
ー

ジ
参
照
）。

◆

　

市
栄
誉
賞
は
国
内
外
で
顕
著
な
功
績
を

挙
げ
市
の
名
声
を
高
め
る
と
と
も
に
、
市

民
に
夢
と
希
望
を
与
え
た
人
・
団
体
を
表

彰
す
る
た
め
、
市
制
施
行
50
周
年
を
記
念

し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
受

賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
平
成
20
年
度

①
佐
藤
聡そ
う

さ
ん
／
２
０
０
７
ス
ペ
シ
ャ
ル

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
夏
季
世
界
大
会
卓
球
競

技
２
位

②
岡
田
久
美
子
さ
ん
／
全
国
高
校
総
合
体

育
大
会
陸
上
競
技
女
子
３
０
０
０
㍍
競
歩

で
連
覇
、
ジ
ュ
ニ
ア
日
本
記
録
保
持
者

●
平
成
21
年
度

①
農
事
組
合
法
人
榎
本
牧
場
／
先
進
的
な

酪
農
・
農
業
の
発
展
に
尽
力

②
長
尾
春は
る

花か

さ
ん
／
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
と

し
て
ロ
ン
＝
テ
ィ
ボ
ー
国
際
音
楽
コ
ン

ク
ー
ル
５
位
入
賞

『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
』

有
料
広
告
を
募
集

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー　

７
８
１-

９
１
４
１

　

７
８
１-

９
１
６
６

　

７
月
1
日
〜
平
成
24
年
６
月
30
日
の

『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
』（
５
月

に
各
戸
配
布
予
定
）に
掲
載
す
る
有
料
広

告
を
募
集
し
ま
す
。

▼
枠
数　

64
枠
／
市
内
を
４
地
域
別
に
作

成
、
1
面
に
３
カ
月
分
の
収
集
予
定
を
掲

載
し
１
面
ご
と
に
広
告
は
４
枠  

▼
掲
載
位
置　

カ
レ
ン
ダ
ー
の
下
段
で
市

が
指
定
し
た
位
置　

 

▼
色
・
規
格
・
掲
載
料　

４
色
刷
り
・
縦

35
×
横
99
㍉
・
５
万
円（
１
枠
当
り
）　

※

同
じ
地
域
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
最
大
で
４
枠

ま
で
掲
載
可
能
で
す
。
複
数
の
枠
で
広
告

を
掲
載
す
る
場
合
は
、
２
枠
目
は
４
万
５

千
円
、
３
枠
目
は
４
万
円
、
４
枠
目
は
３

万
５
千
円
で
す
。 

▼
掲
載
で
き
な
い
も
の　

法
令
な
ど
に
違

反
す
る
も
の
や
、
政
治
・
宗
教
性
の
あ
る

も
の
な
ど
、
市
が
発
行
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー

に
掲
載
す
る
広
告
と
し
て
不
適
当
と
思
わ

市栄誉賞を受賞した井上スパイス工業㈱の代表取締
役社長を務める井上和人さん（右）と握手する島村市長

市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
平成23年もあっという間に1カ月が過ぎ、まだま
だ寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。
さて昨年末から漫画『タイガーマスク』の主人公の
「伊達直人」（だて・なおと）などを名乗って、ランド
セルや現金などの贈り物を福祉関係の施設に寄付す
る動きが広がっています。市内でも県中央児童相談
所にランドセル4個が届いたそうですが、市役所に
も1月12日夜、「だてジュニア」と名乗る小学生がお
父さんと共に訪れ、「小学生なのでランドセルを買
うお金は持っていないけど、こんなものでよかった
ら使ってください」というメッセージを添えてノー
トや縄跳びなどを届けてくれました。“自分も何か
をしたい！”という純粋で温かい気持ち、そして子
どもに芽生えた優しい気持ちを後押しするため、わ

ざわざ市役所へ連れて来てくれたお父さんの気持ち
に本当に感動しました。このような運動が一過性に
終わらず、広く長く続いてくれることを祈ります。
子や家族を思う気持ちといえば、北朝鮮による拉
致問題があります。これは国家的な課題ではありま
すが、市内に被害者家族がお住まいであることから、
一日も早い解決のためより強く後押しをしていかな
ければなりません。そこで2月6日（日）午前10時か
ら文化センターで、「拉致問題講演会」を開催します。
当日は市内にお住まいの「北朝鮮による拉致被害者
家族連絡会」代表の飯塚繁雄さんと、飯塚耕一郎さ
ん親子による講演会のほか、アニメ『めぐみ』の上映、
上尾歌声広場の皆さんによる母が子を思う気持ちを
歌った『きっと逢

あ

えるから』の合唱なども行います。
耕一郎さんの母親である田口八重子さんが拉致被
害に遭ったのは、今から33年前。当時1歳だった耕
一郎さんと無理やり引き離された無念は想像を絶し
ます。私は八重子さんをはじめ拉致被害に遭った皆
さんが、一日も早く日本の地を踏むことができるよ
う強く訴えるとともに、市民の皆さんに積極的に情
報提供をしていきます。そして八重子さんが耕一郎
さんと再会したときの笑顔を見てみたいと念願して
います。
きっと逢えるから…。どうか、多くの皆さんのご
参加をお待ちしています。

きっと逢えるから

市長　島 村　　穰　



6

れ
る
も
の

▼
申
し
込
み　

２
月
28
日（
月
）ま
で
に

「
上
尾
市
有
料
広
告
掲
載
申
込
書
」（
西
貝

塚
環
境
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
西
貝
塚
環
境

セ
ン
タ
ー
へ（
先
着
順
）

国
民
健
康
保
険（
国
保
）・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
皆
さ
ん
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給

保
険
年
金
課　

７
７
５-

５
１
３
６〈
国
保
給
付
担
当
〉・
７
７
５-

５
１
２
５〈
高
齢
者
医
療
担
当
〉

７
７
５-

９
８
２
７　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
齢
介
護
課　

７
７
５-

６
４
７
３〈
管
理
給
付
適
正
担
当
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７
７
６-
８
８
７
２　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

    

雨水貯留タンク設置に補助金を交付
⇨河川課（ 775－9381・ 775－9906)

　雨水貯留タンクを家庭に設置する人に補助金を
交付します。
　雨水貯留タンクは降った雨を家庭で貯めること
ができるタンクです。雨水を貯留することにより
浸水被害を軽減することが期待できるとともに、
貯めた水を庭木へ散水することで緑を増やしてい
くことができるほか、水道水の節水にもつながり
ます。

▼対象の雨水貯留タンク　次の①～③全てを満た
す物　①既製品でタンクに蛇口が付いている②容
量が100㍑以上③安全に設置・使用が可能

▼対象　市内に住民登録をしていて雨水貯留タン
クを自己の家庭用に使用する人

▼補助額　雨水タンク1基当たりの購入と設置に
かかる費用の2分の1で、3万円が上限　

タンクの構造。雨どいとタンクをホースでつなげてタン
クに雨を貯めます

タンクの設置例。ベランダに置いてガーデニングに利用する
こともできます

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
世
帯
に
介
護

保
険
の
受
給
者
が
い
る
場
合
、
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
限

度
額
を
適
用
し
た
後
に
、両
方
の
年
間（
８

月
〜
翌
年
７
月
）の
自
己
負
担
を
合
算
し

て
一
定
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
高
額

介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象　

医
療
保
険
ご
と
の
同
一
世
帯
内

に
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

る
国
保
加
入
者
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者　

※
対
象
期
間
中
に
世
帯
ご
と
の

加
入
す
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
、

自
己
負
担
額
証
明
書
を
提
出（
各
担
当
課

へ
申
請
）す
る
こ
と
で
合
算
で
き
ま
す
。

▼
申
請
・
支
給
時
期　

２
月
以
降（
予

定
）　

※
該
当
す
る
人
に
は
、
保
険
年
金

課
国
保
給
付
担
当
・
高
齢
者
医
療
担
当
か

ら
申
請
書
類
を
郵
送
し
ま
す
。

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
臨
時
休
館

生
涯
学
習
課　

７
７
５-

９
４
９
６

　

７
７
６-

２
２
５
０

　

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
施
設
改
修
の
た

め
、
平
成
24
年
2
月
16
日（
木
）〜
5
月
2

日（
水
）は
臨
時
休
館
し
ま
す
。

住宅用火災警報器
を設置しましょう
⇨消防本部予防課（ 775－1314 ･ 775－2230)

市
の
公
共
施
設
と
小
・
中
学
校
は

禁
煙
で
す


